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◎５つの基本方針

（１）健康なまちづくり
の推進

（２）専門性を活かした
技術的業務の推進

（３）情報の収集、整理
及び活用の推進

（５）企画及び調整機能の
強化

（４）健康危機管理拠点
としての機能強化

※人材育成等については【資料２】を参照

※令和８年度 新規に歯科衛生士採用

新型インフルエンザ等
対策行動計画改定

新型インフ
ルエンザ等
対策行動
計画改定

資料１

・指定難病患者等支援事業【事業番号４】

・健都ふくしま創造事業【事業番号５】

・がん検診事業・国保特定健康診査等事業【事業番号６】

・子どもの医療確保対策事業【事業番号１】

・指定難病患者等支援事業【事業番号４】（再掲）

・放射線健康管理事業【事業番号２】

・食中毒の年間発生件数の抑制による食の安全の確保【事業番号３】

①市民総ぐるみの健康づくり～健都ふくしま創造事業～

②総合的な保健・医療・福祉システムの構築～地域共生社会の実現を目指した健康なまちづくり～

③感染症・食品衛生・医療等のリスクコミュニケーションの取り組み

①保健所職員人材育成の考え方
②福島市職員の研修について
③福島市保健所職員研修について
④ジョブローテーションの推進、人材確保
⑤管轄内の専門職種の人材育成の連携
⑥福島市保健師の人材育成について

※市HP掲載
「データでみる福島市の健康」

①各種統計データの収集・整理
②情報の分析及び活用の推進

①健康危機管理としての機能強化

②保健所における健康危機管理の対象分野

③福島市保健所における健康危機管理体制の強化

・放射線健康管理事業【事業番号２】（再掲）

・食中毒の年間発生件数の抑制による食の安全の確保【事業番号３】 （再掲）

・子どもの医療確保対策事業【事業番号１】 （再掲）

①地域保健医療等に関する総合的な企画力の推進

②関係機関等との連携による包括的システムの構築


